
【地区別】新たな学校づくりに関するQ&A（2025年11月30日時点）

管理番号 項目番号 項目 質問 回答 担当課 関連リンク先 本町田 南成瀬 鶴川東 鶴川西 南一 小山田 南三・四 薬師・金井 町三・山崎 更新日

1 2 計画の広報活動について 鶴川地区のスケジュール変更について、なぜ、このタイミング

での説明会の開催になったのでしょうか。

2024年2月7日に市として正式に鶴川東地区の統合スケジュールの変更を決定し、2024年2月13日に鶴川第三小の新入生説明会が予定されていたため、同日に鶴川第三小の在

校生と鶴川第二小の新入生と在校生への説明会を開催いたしました。
新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

2 3 計画のスケジュールについて 鶴川駅前の開発が予定されていますが、少子化や統合は

そこまで緊急性があるのでしょうか。時間をかけて進めてはい

けないのでしょうか。

鶴川駅周辺の開発は、鶴川駅周辺の安全性、利便性の向上と、鶴川駅南口の居住環境の向上を目的としております。

児童数の変動に影響する可能性はありますが、少子化と施設の老朽化、子どもたちの教育環境の整備のため、当初の計画通り進めたい思っております。
新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

3 3 計画のスケジュールについて なぜ、鶴川地区はこのタイミングでのスケジュール変更になっ

たのでしょうか。

鶴川第二小の敷地北側の斜面が土砂災害特別警戒区域となっており、新校舎建設時にこの指定を解除するには新たに擁壁改修などの工事が必要だと2024年1月に判明しました。そ

のため、敷地の安全対策の実施と併せて教育環境への影響を最小限に抑えるために、鶴川東地区のスケジュールを変更しました。

新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

4 3 計画のスケジュールについて 鶴川東地区の児童は2029年に統合され、2033年から

は鶴川第二中と真光寺中の建設の影響を受けます。結果

として、小学校入学から中学校卒業まで影響を受ける児

童が出てしまいますが、統合時期を見直すなど、配慮はで

きませんか。

適性規模・適正配置を契機とした新たな学校づくり推進計画は、小規模校が早期に適正規模となることを重視しながら、学校施設の老朽化状況も考慮し、統合時期や建て替える順番

を決めております。なお、新校舎建設中は、児童の教育環境への影響を最小限に抑えるための配慮を行います。
新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

5 3 計画のスケジュールについて 2029年度から小山田南小に仮校舎が建設、統廃合に

向けての準備が始まると聞きました。

本来はもう少し早いスケジュールだった筈でしたが、一部署

名により、一旦そのスケジュールが延期しました。しかし結

局、近いうちに統廃合すると聞きました。

数年先延ばしになっただけで統廃合は変わらないのであれ

ば、初期スケジュールでよかったのではないでしょうか。

また、工事期間も長く、せめてもう少し短くならないでしょう

か。

新たな学校づくりでは、少子化や学校施設の老朽化に対応しながら、より良い教育環境を実現するため、計画的に施設整備を行うこととしております。

しかし、2021年5月に「新たな学校づくり推進計画」を策定して以降、急激な施設整備費の高騰、労働時間の規制強化による工期の延長といった社会環境の変化が生じており、このよ

うな中でも適正規模・適正配置と教育環境の整備を着実に推進していくため、2025年4月に推進計画の一部修正を行いました。

この中で、小山田・小山田南地区に関しては、小山田小学校が単学級化（小学1年生から6年生で1クラスの学年がある学校）している状況があり、優先して統合する必要がある学校

と位置付けています。

学校の建替えに係る期間について、当初の計画では、計画策定・設計に3年、建設に3年としていました。しかし、設計期間や各種申請業務の審査期間の長期化や、2024年度から実

施された建設業の時間外労働規制や建設労働力の減少等により、設計や建設の期間がこれまで以上必要となっています。

このような状況を踏まえ、小山田地区については、設計4年、仮設校舎の建設を含めて5年の期間をみて、事業スケジュールを設定しています。

新たな学校づく

り推進課
● 2025/11/30

6 4 通学について ・学校統合時の通学路はどのようになりますか（通学路の

安全対策はどのように進めていきますか）。

・通学路の検討状況について教えてください。

・通学路の危険な区域に道路標識やガードレールの設置

はしていただけないのでしょうか。

学校統合時の通学路の設定と安全対策は検討課題の一つであることから、「新たな学校づくり基本計画検討会」において、地域の実情を踏まえて、通学路や安全対策について検討しま

す。

具体的には、統合対象校の既存の通学路を活用し、安全対策を継続して実施するとともに、新たに通学路として設定される箇所については、必要な安全対策を検討します。検討結果を

踏まえて学校関係者、警察、道路管理者、教育委員会等による合同の安全点検を実施し、統合新設校の開校までに安全対策に取り組んでまいります。通学路の検討状況について

は、随時「新たな学校づくり推進協議会」資料等をご参照いただけるとともに、まちだの新たな学校づくり通信等において保護者の皆様へ随時お知らせします。

学務課 ● ● ● ● ● ● ● 2025/11/30

7 4 通学について 中学校は通学路が無いので、通学に際してどのような安全

対策を考えていますか。

現在中学校においては通学路を設定していません。小学校を対象にして実施している通学路点検において、安全対策を講じていることから、中学生の通学経路においても、一定の安全

確保は図られていると考えています。

通学距離が長くなることにより、部活動後の時間に照明がなく暗い箇所があるなど具体的な危険箇所がございましたら各管理者をご案内いたしますのでまずは教育委員会にご相談くださ

い。
学務課 ● ● 2024/3/31

8 4 通学について 通学区域が広がるので通学が心配です。通学路に防犯カ

メラなどの設置は検討しているのか。

現在、町田市では町田市立小学校1校あたり通学路上に5台の防犯カメラを設置しています。学校統合に伴い通学区域が広がることに対して、必要に応じて既存の防犯カメラの設置箇

所を変更することを検討しています。
学務課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

9 4 通学について 通学路の安全点検は季節や時間帯を変えて実施している

のでしょうか。

既存通学路の安全点検は、6月～7月の日中に隔年で実施しています。学校統合に伴い新たな通学路候補となる箇所については、既存通学路の点検とは別に実施しています。
学務課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

10 4 通学について 通学路の安全対策の進捗状況について、説明会を開催し

ていただけないでしょうか。

通学路の安全対策の進捗状況については、説明会のみならず、今後も「まちだの新たな学校づくり通信」等の広報媒体を活用して進捗状況をお伝えします。
学務課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

11 4 通学について 通学路の安全対策として、ハード整備はどのようにしていき

ますか。

道路標識やポストコーンの設置、白線の塗りなおし等、道路・交通事情により対策は多岐に渡ります。交通管理者・道路管理者等との合同安全点検を踏まえて整備を行います。
学務課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

12 4 通学について 通学路の見守りはどのような方が、どこに配置されますか。 現在の通学路の見守りは、学校・保護者組織・地域等が一体となって見守り等を行っています。現在検討中の想定通学路を基に、今後学校・保護者組織・地域等において検討しま

す。
学務課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

13 4 通学について 安全面を考慮し、行きと帰りの通学路を変えることはできる

のでしょうか。

往路・復路での通学経路の変更については、個別に学校にご相談下さい。
学務課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

14 4 通学について 鶴川地区のスケジュール変更により、2024年度の新入生

だけでなく、2025年度以降の新入生も学区を選べます

か。

通学区域緩和制度で、受入枠がある場合に限りますが、小学校は指定校の隣接校、中学校は市内全域の学校を入学先として選ぶことができます。

学務課 ● ● 2024/3/31

15 4 通学について 鶴川地区のスケジュール変更による入学先変更の周知を、

ただ通知を送るだけでなく、どういう理由で延期をし、通学

先を変更することでどのような影響があるのか工夫すべきで

はないでしょうか。

延期をした理由、どういった影響があるかについての説明会を2024年2月13日(火)、新入生及び在校生の保護者を対象に行いました。また2024年2月16日(金)には、鶴川第二小、

鶴川第三小の新入生の保護者全員に経緯と影響を記載した文書と2024年度の入学先の変更申請書を送付しました。今回の変更により隣接校への入学を希望する場合は2024年

3月6日(水)まで申請を受け付けます。 学務課 ● ● 2024/3/31

16 4 通学について 鶴川西地区の子どもは、鶴川東地区のように通う学校を

選ぶことはできないのでしょうか。

2029年度に(仮称)鶴川中央小の学区の一部（旧鶴三小の学区の一部である鶴川１丁目、能ケ谷1・2・7丁目、広袴町）を(仮称)鶴川東小の学区に変更します。その際学区変

更対象地域のお住まいの在校生については、在籍していた(仮称)鶴川中央小を選択することもできます。(仮称)鶴川東小と(仮称)鶴川中央小両方選べるのは、学区変更がある地域

のみです。

学務課 ● ● 2024/3/31

17 4 通学について 鶴川第三小を仮校舎として使用する間、スクールバスの導

入や通学の安全対策への検討は行いますか。

徒歩での通学を基本としていますが、30分程度での通学が難しい場合に公共交通機関のさらなる活用を進めています。公共交通機関が利用できない場合や公共交通機関を利用して

もなお、30分程度の通学が難しい場合には、スクールバス等の導入も含めた通学の負担軽減策について、新たな学校づくり基本計画検討会や新たな学校づくり推進協議会の中で検討

していきます。

鶴川第二小学校の学区から鶴川第三小学校の位置に通学するための通学路については改めて検討する必要があると考えています。2029年度の統合に向けて、2026年度中にはどの

ような通学路を設定すべきか検討会等で意見交換を行い、道路管理者や交通管理者（警察）と連携しながら、新たな通学路における必要な安全対策について検討し、統合前年度

である2028年度には新たな通学路に必要な安全対策を行ってまいります。

新たな学校づく

り推進課
● ● 2025/11/30

18 5 教育環境について 鶴川地区の学校に2024年度・2025年度に入学した子ど

もは2回お友達の入れ替わりがあります。子どもたちの心の

ケアは何か考えていますか。

統合時における児童への配慮として、合同授業や合同遠足など統合前に児童同士が交流できるよう事前交流を実施します。

また、統合時に在籍する児童への特例措置として、学校変更により通学する学校が変わった場合、変更前後どちらの学校も選択できるようにします。
指導課

学務課
● ● 2024/3/31

19 5 教育環境について 鶴川地区のスケジュール変更により、学級数が増えますが

教育内容はどうなりますか。

基本的な教育内容は学習指導要領に沿って進めているため変わることはありませんが、学級数が増えることで協働的な学習がしやすくなります。
指導課 ● ● 2024/3/31

20 5 教育環境について 統合を見越して鶴川第二小を選びましたが、統合時に校

舎が変わるのであれば、下の子どもは鶴川第三小を選ばせ

たいです。兄弟間で学校が異なると、行事が重なる可能性

があるので配慮できませんか。

学校行事は、各学校が決めているため、兄弟間で学校が異なり行事が重なる可能性があることを、鶴川地区の校長先生に伝えています。

指導課 ● ● 2024/3/31

21 5 教育環境について 鶴川地区のスケジュール変更により、児童数が多くなるの

で、クラス替えはいらなくなりますか。

クラス替えは、人間関係の固定化によって子どもたちの成長が妨げられるのを防ぐことを目的としています。 また、新しい人と関わり、関係性をつくりあげ、社会性を身につけることも目的として

います。 さらに、人間関係をリセットするタイミングでもあります。そのため、児童数の少ない多いに関わらずクラス替えを行っています。
指導課 ● ● 2024/3/31



22 5 教育環境について 鶴川地区のスケジュール変更により、児童数が増えることで

体育の授業の際、校庭を半分ずつタイムシェアするなど工

夫が必要になりますか。

学級数によっては、校庭を半分ずつ使う状況はあります。その際には、各学級の学習に制限が生じないように配慮して時間割を編成します。

指導課 ● ● 2024/3/31

23 5 教育環境について 中学校の成績の付け方はどうなるのでしょうか。 町田市の中学校では、絶対評価で成績をつけています。

統合前から両校で指導計画や評価の規準等を可能な限りあわせていけるように進めてまいります。

指導課 ● ● 2025/11/30

24 6 教員について 統合時の教員人事に係る配慮について教えてください。 教員の異動は、教員の在校年数や経験などをもとに、東京都内各地区の教育委員会が異動計画案を作成し、この異動計画案を受け、東京都教育委員会が教員の異動を検討・決

定します。町田市教育委員会からは、統合直後の児童・生徒の環境が急激に変わらないよう、統合元となる学校の教員を、バランスよく配置できるような配慮を東京都教育委員会に要

望いたします。

指導課 ● ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

25 6 教員について 鶴川地区のように、年度を分けて統合を経験したことのある

教職員はいるのでしょうか。

各自治体において統合の時期は様々であります。様々な形の統合を経験された自治体に視察に行くなど検討したいと思っております。 新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

26 7 学校の運営方法について PFI方式で整備しない（従来方式で整備する）新たな学

校の運営はどのようになるのでしょうか。

PFI方式では、建物の維持管理、給食調理、開放区画の運営・活用、学校教育活動の支援、ラーニングセンターの運営等を民間事業者が行います。従来方式で整備する学校につい

ても。PFI方式と同様の運営ができるよう委託などの方法を検討しています。
新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

27 8 給食について 中学校のお昼ご飯は給食ですか、お弁当ですか。 中学校の昼食は2024年度２学期までは選択制ランチボックスまたは自宅から持参したお弁当でした。

薬師中・金井中は2024年度３学期から、鶴川地区に建設する給食センターから配送される小学校のような食缶形式の全員給食になりました。

鶴川エリア中学校給食センターから配送される小学校と同様の食缶形式の給食です。保温性の高い食缶でお届けしています。
保健給食課 ● ● 2025/11/30

28 8 給食について 新しい中学校に給食室は造られますか。 中学校の施設内に給食室は作りません。給食は新たに鶴川地区に建設する給食センターで作り、中学校に配送します。
保健給食課 ● ● 2024/3/31

29 8 給食について 鶴川第三小を仮校舎として使用している間は、他校からの

給食配送はどうなりますか。

2029年度に鶴川第三小学校を仮校舎として利用している期間は、鶴川第三小学校の既存の給食室を利用し給食を提供します。
保健給食課 ● ● 2024/3/31

30 8 給食について 鶴川東地区で当初統合を予定していた2026年度時の給

食は、鶴一小から配送されるのでしょうか。

2029年度の鶴川東地区の統合までは、鶴川第二小学校の校舎をそのままの状態で使用いたしますので、給食室も引き続き利用し給食を提供します。
保健給食課 ● ● 2024/3/31

31 9 施設整備について 新校舎で使用する机や椅子などはどのようなものを使用す

るのですか。

普通教室で使用する児童の机及び椅子は、児童の多様な行動及び頻繁な使用に対する耐用性及び安全性を確保しながら、動かしやすく、多様な学習活動が展開しやすいものを選

定していきたいと考えています。
施設課 ● ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

32 9 施設整備について 新しい小学校のオープンスペースのある教室では廊下側に

壁がないのですか。

オープンスペースがある教室を整備する場合には、オープンスペースと教室の間には開閉ができる間仕切りを整備します。
施設課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

33 9 施設整備について 新しい学校施設は、基本計画検討会で検討していた校舎

配置になるのか。

基本計画検討会で検討をしていた校舎配置は、建設基本計画を策定に向けて、委員同士で話し合うために仮に作成したものです。具体的な校舎の配置は基本設計・実施設計で決ま

ります。
施設課 ● ● ● ● ● 2024/3/31

34 9 施設整備について 鶴川第二小は崖地や斜面が多い立地ですが、どうして鶴

川第二小に新校舎を建設するのでしょうか。

「町田市新たな学校づくり推進計画」の「学校施設整備の基本的な考え方」「適正規模・適正配置の基本的な考え方」「新たな通学区域」の考え方に基づき、鶴川東地区においては鶴

川第二小に統合新設小学校を建設することにしました。崖地や斜面のある地形でも必要に応じて安全対策を実施しながら建設を進めてまいります。

施設課

新たな学校づく

り推進課

● 2024/3/31

35 9 施設整備について 鶴川第二小は、土砂災害特別警戒区域に新校舎を建設

して危険はないのでしょうか。

土砂災害特別警戒区域に指定されている部分については、本工事にて既存擁壁などを改修し、新校舎への安全性を確保するとともに、指定区域の解除を目指します。

施設課 ● 2025/11/30

36 9 施設整備について 鶴川第二小は既存の擁壁がありますが、なぜ新しい擁壁

が必要なのでしょうか。

既存の擁壁は資料等が残っていないため具体的な設置時期については不明ですが、鶴川第二小開校時（1964年）には設置されていたと考えられます。

そのため設計が古く、現在の基準に擁壁の角度等が合わないため、新たに擁壁を設置する必要があります。
施設課 ● 2024/3/31

37 9 施設整備について 鶴川第二小の擁壁改修工事後の新校舎建設で校庭は

確保できるのでしょうか。

新校舎の位置が校庭側に寄ることで校庭は少し狭くなりますが、建物の配置や形を工夫して校庭面積への影響がなるべく出ないようにします。体育授業や運動会、校庭遊びに必要な面

積は確保できると考えています。
施設課 ● 2024/3/31

38 9 施設整備について 新校舎建設後、鶴川第二小の第二グラウンドは校庭とし

て残りますか。

現在、設計中のため詳細を決めていませんが、第二グラウンドを校庭として残すことだけでなく正門や花壇を設置するなど、様々な検討を行います。
施設課 ● 2024/3/31

39 9 施設整備について 鶴川地区の仮校舎は何を意味していますか。 校舎建替え等の工事期間中に、その他の校舎で学校生活を過ごすことになる校舎を「仮校舎」としております。

（仮称）鶴川東小では今回の変更で、鶴川第三小の既存校舎を仮校舎として利用することを予定しております。
施設課 ● ● 2024/3/31

40 9 施設整備について 鶴川第二小の工事中は、鶴川第三小を仮校舎として使

用するとのことですが、プールや給食はどうなりますか。

鶴川第三小の校舎を仮校舎として使用している期間は、現在の鶴川第三小のプールで授業を行い、自校で調理した給食を提供します。
施設課 ● 2024/3/31

41 9 施設整備について 鶴川第二小のスケジュール変更をきっかけに、設計に地域

や子ども達のアイディアを盛り込めませんか。

保護者・地域住民・学校協力者・教職員の代表で構成する「町田市新たな学校づくり基本計画推進協議会」や、児童や学校関係者などのご意見を参考にしながら設計を進めます。 施設課

新たな学校づく

り推進課

● 2024/3/31

42 9 施設整備について 鶴川第二小にあるジャンボ滑り台は残りますか。 現在、設計中のため詳細を決めていませんが、ジャンボ滑り台を残すかどうか様々な検討を行います。
施設課 ● 2024/3/31

43 9 施設整備について 鶴川第二小北側のビオトープは擁壁工事の際に残せます

か。ビオトープの生態系を維持できますか。

ビオトープの場所と新たに設置する擁壁の位置が重なるため、ビオトープを現状の形で残すのは難しいと考えています。これまで学校や地域でビオトープを大切にしてきた経過や児童が自然

に触れる学習効果なども踏まえ、敷地内の移設なども含めて検討します。
施設課 ● 2024/3/31

44 9 施設整備について 工事車両が急な坂を上り排気ガスが大量に出るのではな

いでしょうか。

東京都の条例に適合した車両の順守や作業時の車両のアイドリングストップなど、排気ガス対策を実施します。
施設課 ● 2024/3/31

45 9 施設整備について 鶴川第三小を想定よりも長く使うことになりますが、改修は

必要ないのでしょうか。

鶴川三小は2025年4月現在で築58年、2028年で築61年、2032年で築65年です。

2026年度から鶴川西地区統合新設小学校の仮校舎として使用するため、2025年度に教室転用工事や雨漏り等の補修工事を行うほか、2032年度まで仮校舎として使用することを

念頭に必要な改修工事を行います。

施設課 ● ● 2025/11/30

46 9 施設整備について 鶴川第三小の耐震性は大丈夫でしょうか。 町田市立の小中学校は、2010年度までに耐震補強が必要な学校の工事をすべて終えており、耐震化の対応は済んでいます。
施設課 ● ● 2024/3/31

47 9 施設整備について 鶴川第三小の学級数が増えますが、教室はどうなります

か。

2026年度に（仮称）鶴川中央小として鶴川第三小と鶴川第四小が統合します。鶴川第三小の既存校舎で普通学級24学級、特別支援学級6学級の児童が生活できるように、

2025年度に教室転用工事を行い、併せて学童保育クラブやまちともの活動場所も確保します。

2029年度からは（仮称）鶴川東小の仮校舎として、校舎を使用する際は、普通学級数が少ないため、教室不足の心配はありません。
施設課 ● ● 2024/3/31

48 10 PFI方式について PFI方式とは何ですか。 学校のような公共施設の設計・建設やその後の維持管理・運営などの業務について、これまでのように行政が仕様を定めそれぞれの業務ごとに契約するのではなく、求める性能を示したう

えで、すべての業務を一括して契約することです。

PFI方式といっても事業者に求める業務内容は一律ではなく、市としてどのような範囲、内容の業務をどの水準で事業者に求めるかを検討し、従来の方式では「仕様書」として定めていた

ものを、「実施方針」や「要求水準書」として定めることになります。

新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

49 10 PFI方式について PFI方式によるメリット・デメリットは何でしょうか。 メリットとしては、PFI方式ですべての業務を一括契約することにより、民間事業者の経営上のノウハウや技術力、発想力を活かして、運営や維持管理を行うことを見据えた効率よい設計

や、質の高い公共サービスの提供、建設の工期短縮、事業コストの削減などが期待できます。また、民間事業者が初期投資を調達し、町田市は小学校完成後に、そこから提供される

「サービスを買う」というかたちで、整備や運営のコストを複数年にわたり分割払いしていくことから、巨額の予算を一括で計上せず、財政負担の平準化を図ることができます。

デメリットとしては、10年を超える長期間の契約となるため、契約時点で予見しきれない物価上昇や人件費高騰、その他の事象が発生したときに、そのリスクを市と事業者のどちらが負うか

の判断が難しいことです。

新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31



50 10 PFI方式について PFI方式で選定した事業者により、学校が運営されることに

なった場合、放課後活動が有料化されてしまうのでしょう

か。

現在市で考えているPFI方式の業務範囲には「学童保育クラブ」及び「まちとも」は含まれてないので、この2業務についてはPFI事業とは別に検討をすることになります。学童保育クラブは現

在も育成料をいただいていますが、まちともは無料で参加することができます。まちともについて、現時点では今後も有料化の予定はありません。
新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

51 10 PFI方式について なぜ学校をPFI方式で建設するのでしょうか。 新たな学校の施設整備やその後の運営をPFI方式で行うことにより、運営や維持管理を行うことを見据えた効率よい設計や、質の高い公共サービスの提供、建設の工期短縮、事業コス

トの削減などが期待できます。一方、PFI方式のデメリットとなる、契約期間が長期になることにより発生する様々なリスクについては、契約時点で市と事業者のリスク分担を予め定めること

で、契約期間中に発生するリスクがどちらの負担になるか明確にします。

新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

52 10 PFI方式について PFI方式の事業者との契約が終わった後、どのように維持

管理していくのでしょうか。

現在市で考えているPFI方式では、事業が終了する前に、市が求める性能を学校が維持しているかどうかを確認したうえで、市に引き継ぐこととしています。また、民間事業者に学校施設

竣工後80年目までの長期修繕計画の策定を求めています。PFI事業の契約終了後の維持管理は、この長期修繕計画に基づいて実施することになりますが、民間事業者との契約方法

などについては別途検討します。

新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

53 10 PFI方式について PFI方式の場合、児童や利用者が施設を壊した場合、修

繕費用はだれの負担で行いますか。

現在市で考えているPFI方式では、施設の修繕はまずPFI事業者が行います。そのうえで、もし壊れた理由が児童や利用者にあることがわかった場合、その方に修繕に要した費用の弁償を

求める可能性があります。
新たな学校づく

り推進課
● ● 2024/3/31

54 11 学校施設の利用について 鶴川第二小の体育館で土日にスポーツをしていますが、

2029年度までは通常通り使用できますか。

2029年度の鶴川東地区の統合までは、鶴川第二小の校舎をそのままの状態で使用いたしますので、体育館も引き続き開放いたします。
スポーツ振興課 ● 2024/3/31

55 12 防災機能について 鶴川第二小学校建設時の避難場所はどうなりますか。 工事期間中は、鶴川第二小学校は避難施設として利用できないため、自主防災組織の方々と調整のうえ、周辺の小中学校等にて代替となる避難施設を確保します。具体的には、地

震災害時は鶴川第三小・鶴川第二中、風水害時は鶴川第三小・大蔵小・鶴川市民センターになります。
防災課 ● 2025/11/30

56 13 学童保育クラブについて 学校統合の対象となる小学校の学童保育クラブを利用し

ています。学校統合時に学童保育クラブも統合されます

か。

学童保育クラブも、学校統合に伴い統合します。

引き続き、1つの小学校区に1つの学童保育クラブを整備していきます。 児童青少年課 ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

57 13 学童保育クラブについて 新しく学校を建設するときには、学童保育クラブはこれまでと

同様に単独の施設として残りますか。それとも学校施設内

の同じ建物に入ることになりますか。

学童保育クラブについて、基本的には学校施設内の同じ建物に入ることになります。

児童青少年課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

58 13 学童保育クラブについて 学校統合時に、希望する児童全員が入会することはできま

すか。

入会できる児童については、以下の要件を満たす1～3年生の児童及び障がいのある児童は全員が入会できる制度を継続します。

1.市が定めた翌年4月入会の申請受付期間内に申請を受けた場合

2.申請に必要な書類全てにおいて記載に不備がない場合

また、4～6年生については、各施設の定員の範囲内で入会できます。

児童青少年課 ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

59 13 学童保育クラブについて 学校統合の対象となる小学校の学童保育クラブを利用し

ています。統合後も、現在利用している子どもたちは通うこ

とができますか。

統合後の学童保育クラブをについては、現在利用している児童はもちろんのこと、今後の児童数や過去の入会率の推移などから必要なスペースを積算し、整備するため、現在利用してい

る児童は入会いただけます。 児童青少年課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

60 13 学童保育クラブについて 学童保育クラブの迎えに車を利用しても良いでしょうか。 統合後は学校内の駐車スペースの共同利用により車での送迎も可能となるよう、教育委員会と協議を進めています。 児童青少年課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

61 13 学童保育クラブについて 学校までの距離が遠くなると、学童保育に保護者がお迎え

に行くための時間も長くなります。学童の閉所時間について

配慮してもらえますか。

学童保育クラブの閉所時間については、引き続き19時とさせていただきます。

児童青少年課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

62 13 学童保育クラブについて 学童の運営主体はどのように決まるのでしょうか。 中央学童保育クラブ(町田第一小学校区)を除く39ヶ所の学童クラブにおいて指定管理者制度による管理をしています。今後、学童保育クラブの運営事業者は、中央学童保育クラブを

除き、町田市指定管理者制度ガイドラインに基づき、決定します。
児童青少年課 ● ● ● ● ● ● ● 2025/11/30

63 13 学童保育クラブについて 現在、指定管理者Ａと指定管理者Ｂが別々に運営する

学童保育クラブが統合する場合、現運営事業者のどちらか

が統合後の運営事業者はとなりますか。それとも、新たな運

営事業者となりますか。

統合後の学童保育クラブの運営事業者は、新たに決定することとなります。

児童青少年課 ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

64 13 学童保育クラブについて 学校統合と同様に学童保育クラブが統合するのであれば、

統合元のスタッフは、統合先のスタッフとして残ってくれます

か。

町田市内の学童保育クラブは、中央学童保育クラブ(町田第一小学校区)を除く39ヶ所の学童クラブにおいて、指定管理者制度により民間事業者が運営をおこなっているため、運営事

業者が変わる場合があります。そのため、運営スタッフも変わる場合があります。 児童青少年課 ● ● ● ● ● ● 2025/11/30

65 13 学童保育クラブについて 学童保育クラブが統合すると、スタッフやクラブでの過ごし方

が変わってしまい、子どもが馴染めるか心配です。

学童保育クラブの統合に関わらず、指定管理期間の満了に伴い、新たな運営事業者を決定することとなるため、スタッフやクラブでの過ごし方は変わる可能性はあります。

そのため、環境変化に伴う児童への影響を最小限にし、クラブの職員が児童や保護者に適切な支援を行うことができるよう、毎年計8回の研修を実施し、保育の質の維持・向上に努めて

います。また、事業者が変わる場合であっても、事業者間の引継ぎ期間をこれまでの14日から最大90日間に拡大することにより、環境変化に伴う児童への影響を最小限にできるように努

めていきます。

児童青少年課 ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

66 13 学童保育クラブについて 学童保育クラブは十分な広さを確保してほしいです。 町田市では、学童保育クラブの育成スペースについて、国や市の条例で定めている利用者一人につきおおむね1.65平方メートル以上の基準に則り、整備しています。今後も、この基準に

則り、適切なスペースの確保をしていきます。
児童青少年課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

67 13 学童保育クラブについて 学童保育クラブの統合に伴い、学童保育クラブの職員数は

増えますか。

町田市では、国や市の条例で定めている児童おおよそ40名につき支援員を2名を配置するという基準に則り、学童保育クラブの職員を配置しています。そのため、学童保育クラブの統合

により、入会児童数が増加した場合には、本基準に則り、支援員も増加することとなります。
児童青少年課 ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

68 13 学童保育クラブについて 夏休み期間などに学童保育クラブで昼食提供をしてほしい

です。

町田市では、新たな学校づくりを契機とし、夏休み期間などに学童保育クラブを利用する際、児童に昼食を提供できるようなサービスの導入を進めていきます。
児童青少年課 ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

69 13 学童保育クラブについて 鶴川第二小の学童保育クラブの建物はそのまま残るので

しょうか。

2029年度の鶴川東地区の統合までは、鶴川第二小の学童保育クラブの建物はそのまま残るため、今まで通り学童保育クラブを利用できます。 施設課

児童青少年課
● ● 2024/3/31

70 13 学童保育クラブについて 鶴川第三小を仮校舎としている時の学童保育クラブはどう

なるのでしょうか。

鶴川第三小内にある学童保育クラブのスペースをそのまま使い、統合により必要となる育成スペースについては校舎内の教室をタイムシェアで利用します。 施設課

児童青少年課
● ● 2024/3/31

71 14 放課後子ども教室「まちとも」

について
放課後子ども教室「まちとも」の制度について教えてくださ

い。

放課後子ども教室「まちとも」とは、放課後に学校の校庭や余裕教室などを活用し、子ども達が学校からそのまま参加することができる子どもの居場所です。「まちとも」は、地域の関係者を

主体とした「まちとも」の運営協議会が実施しており、地域ボランティアの見守りのもと、外遊びや室内遊び、宿題などを行うことができます。学童保育クラブに通う児童も「まちとも」を利用す

ることができます。ただし、「まちとも」は学童保育クラブと異なり、お子様をお預かりする事業ではありません。

児童青少年課 ● ● ● ● ● ● ● 2025/11/30

72 14 放課後子ども教室「まちとも」

について
学校の統合後も「まちとも」を引き続き利用することはできま

すか。

学校の統合後も、引き続き「まちとも」を利用していただくことが可能です。
児童青少年課 ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

73 14 放課後子ども教室「まちとも」

について
統合に伴い、「まちとも」の利用者数が増えることが見込ま

れるが、何か対策は検討していますか。

「まちとも」を利用したい希望者全員が利用できるよう、活動に必要なスペースを確保します。まちともの利用人数が増えたとしても従前同様参加することができます。

現状から利用者の見込み人数を計算し、十分な活動スペースを確保できるよう調整します。万が一雨天時に校庭が使えず屋内スペースが狭隘化するような場合は、活動スペースを臨時

で確保する等の調整を行います。

児童青少年課 ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

74 14 放課後子ども教室「まちとも」

について
新しい学校における「まちとも」の活動場所の確保はどのよう

に行いますか。

新しくできる学校の校地内で「まちとも」は行います。

授業時間とバッティングせず、タイムシェア利用が可能な教室を確定させ、その候補の中からまちともの活動スペースを確保していきます。

また、「まちとも」の準備室として0.5教室分を目安に確保を目指します。

児童青少年課 ● ● ● ● ● ● ● 2025/11/30

75 14 放課後子ども教室「まちとも」

について
統合する学校では、まちともの運営協議会も統合するので

しょうか。

1つの学校につき、1つの運営協議会がまちともを実施しています。統合校においても、運営協議会が統合などをし、1つの運営協議会がまちともを実施します。
児童青少年課 ● ● ● ● ● ● 2025/11/30

76 14 放課後子ども教室「まちとも」

について
子どもが、「まちとも」を利用した場合に保護者に通知が行く

ような仕組みにはなりませんか。

「まちとも」は、学童保育クラブと異なり、お子様をお預かりする事業ではありません。そのため、まちともでは帰宅時間の管理はできませんので、参加にあたっては保護者とお子様で帰宅時

間を事前に決めて、約束の時間に帰宅するようお願いします。
児童青少年課 ● ● ● ● ● ● ● 2025/11/30

77 14 放課後子ども教室「まちとも」

について
鶴川第二小が鶴川第三小を仮校舎としている間、「まちと

も」は変わらず実施されるのでしょうか。

校舎が変わってもまちともは引き続き実施します。地域の関係者を主体とした「まちとも」の運営協議会が運営しているため、環境が変わっても変わらず実施できるよう市がサポートしていき

ます。
児童青少年課 ● ● 2025/11/30



78 14 放課後子ども教室「まちとも」

について
鶴川第三小の和室を転用するとですが、まちともで使ってい

ます。教室数は足りますか。

仮校舎に移動している期間も「まちとも」の活動は仮校舎を利用して続くことになると考えています。 施設課

児童青少年課
● ● 2024/3/31

79 15 特別支援学級・通級指導・

特別支援教室（サポート

ルーム）について

鶴川地区は2029年度に特別支援学級の児童も統合に

なりますか。

2029年度に特別支援学級の児童も統合となり、通学先が鶴川第二小から鶴川第三小の位置の仮校舎になります。

特別支援学級と通常の学級の児童同士の事前交流や事前の校舎体験等を含めて交流を深め、統合校同士でも情報共有し連携を図りってまいります。 教育センター ● ● 2024/3/31

80 16 保護者組織（PTA）につい

て
各校PTAが関わっている学校開放プールはどのようになって

いきますか。

夏期学校プール開放事業については、安全面への配慮や教員・保護者の負担軽減等の課題により、従来どおりに実施することが困難な状況です。そのため、2023年度以降は、市立室

内プールに加え、学校温水プール3校(町田第一中学校・南中学校・鶴川中学校)といった公共の屋内施設を活用し、事業を実施することで、外気温や天候に左右されずに安定的か

つ、継続的に多くの子どもたちにスポーツ活動の場を提供していきます。

生涯学習総務

課

スポーツ振興課

● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

81 17 イベントや歴史の継承につい

て
統合した年の卒業式はどのように挙行されますか。旧学校

の児童・生徒で卒業式を行いたいです。

卒業式については、原則在籍している学校で実施することになります。その後、旧学校の児童・生徒で集う機会の設定等については、当該校同士で検討し、必要に応じて設定することが

考えられます。

新たな学校づく

り推進課
● ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

82 18 学校跡地について 廃校となる学校跡地の活用は、どのように検討を進めます

か。

学校跡地を含む市有財産は、市民の貴重な財産であることから、市民サービスの向上と安定的な財源確保の観点から処分・貸付などを含めた効果的な利活用を図ることが重要です。

その一方で、学校は、教育活動(授業・部活動)の場としてだけでなく、災害時の避難施設など、地域のお住まいの方にとって、地域の状況に応じた地域の活動の場としても、身近な場所

となっています。

そういったことから、学校跡地の活用は、「市有財産の戦略的活用に関する基本方針」に加えて、地域にとって必要な機能を統合新設校や周辺施設等へ引き継ぐことなどを示した「学校

跡地の活用に関する基本的な考え方」※を基に検討を進めていくこととします。

さらに、学校跡地活用の検討にあたっては、それぞれの学校跡地を単独で考えるだけでなく、市全体のなかで、今後の公共の需要やまちづくりの視点などを踏まえながら、広く検討していき

ます。

※「学校跡地の活用に関する基本的な考え方」

○地域にとって必要な機能は、その地域における統合新設校や、周辺施設等へ引き継いでいきます。

○校舎などの建物は原則として取り壊します。

○「市有財産の戦略的活用に関する基本方針」に基づき、民間事業者等への貸付・売却なども含めた、効果的な利活用を図ります。

■市有財産の有効活用について

https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/gyouzaisei/siyuuzaisann/shiyuuzaisan_top.html

企画政策課 ● ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

83 18 学校跡地について これまでの学校統合後の学校跡地は、どのように活用され

ていますか。

学校跡地は、これまでも様々な活用がされています。

「学校跡地のこれまでの活用事例」

・旧忠生第五小学校用地は、市立山崎保育園用地として活用

・旧緑ヶ丘小学校跡地は、町田消防署用地として、東京都に貸付をするとともに、緑ヶ丘グラウンドとして活用

・旧本町田西小学校跡地、旧本町田中学校跡地は、桜美林大学東京ひなたやまキャンパス用地として、桜美林大学に貸付　等

企画政策課 ● ● ● ● ● ● ● ● 2024/3/31

84 19 部活動 部活動はどのように統合されますか。 両校の部活動が円滑に統合できるように、事前検討会等を実施し、決めていきます。 指導課 ● ● 2024/3/31

85 19 部活動 統合した後、どの部活動がありますか。 現段階でどの部活動が発足されるかは、決まっておりません。部活動については、両校の生徒の要望も聞きながら、どのような部活動を発足させるかを事前検討会等を実施し、決めていき

ます。
指導課 ● ● 2024/3/31

86 19 部活動 統合前から、部活動同士の練習や合同チームによる試合

などを行いますか。

部活動同士の練習については、練習試合や合同練習等を定期的に実施したり、部員がそろわずに、試合に出場できない種目については、合同チームを発足したりし、試合に出場すること

も検討いたします。
指導課 ● ● 2024/3/31

87 19 部活動 通学距離が伸びるため、朝練に参加できないことが想定さ

れるが、どのような対応がありますか。

朝練の有無は、それぞれの部活動の実施計画等で確認できます。また朝練は、１週間の内多くても２回程度と想定しています。部活動以外の教育活動によって朝練に参加できない生

徒がいます。部活動は、生徒の自主的・主体的な活動であるため、参加できないことでペナルティが課されることはありません。
指導課 ● ● 2024/3/31

88 19 部活動 運動部の部活動は統合前から統合して活動して欲しいで

す。

頂いたご意見を参考に、部活動の統合に向けた課題を整理してまいります。

指導課 ● ● 2025/11/30

89 19 部活動 部活動が残るのか無くなるのかは、大きな問題だと思います

が、どうなるのでしょうか。

教員の異動や地域移行による部活動の担い手などを考慮し、どの部活動ができるか等を検討してまいります。

指導課 ● ● 2025/11/30

90 20 標準服 いつから新しい制服になりますか。 新たな学校の開始年度から新しい制服になります。新１年生は新しい制服を着用することになりますが、２年生、３年生については、これまで使用していた制服を使用してもよいこととしま

す。
指導課 ● ● 2024/3/31

91 20 標準服 制服のおさがりなどの活用はできますか。 制服のおさがり等の対応については、積極的に検討いたします。 指導課 ● ● 2024/3/31

92 20 標準服 制服のお下がりを使いたいです。経済的負担は困るのです

が、どうなるのでしょうか。

統合校の標準服の検討にあたっては、保護者への経済的な負担を考慮し、意見交換会等のご意見を踏まえ、新たな学校づくり基本計画検討会において検討してまいります。

新たな学校づく

り推進課

指導課

● ● 2025/11/30

町田市ホームページ

市有財産の有効活用について


